
北海道渡島総合振興局告示第 109 号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）

（以下「液石法」という。）第26条第３号の規定により、液化石油ガス販売事業者の

登録を取り消す処分をした。

令和７年９月22日

北海道渡島総合振興局長

１ 処分年月日

令和７年９月30日

２ 処分を受けた液化石油ガス販売事業者

(1) 名称及び所在地

佐藤商店 北海道函館市浜町185番地

(2) 代表者の氏名

佐藤 孝志

(3) 登録番号

平成９年４月１日 第０１Ｃ２０２９号

３ 処分の内容

液化石油ガス販売事業者の登録の取消

４ 処分の原因となる事実

佐藤商店の代表者である佐藤孝志が、液石法第29条に規定する経済産業省令で定

める保安業務の区分のうち容器交換時等供給設備点検を行なっておらず、このこと

は液石法第27条第１項第１号及び第３項に違反しており今後の点検の見込みもない

ため、液石法第26条第３号に該当する。

別添




